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Ⅰ．はじめに ～作成にあたって～ 

 

１９９６（平成８）年５月に地域改善対策協議会（以下、「地対協」という。）から

「同和問題の早期解決に向けた今後の方策の基本的な在り方について」が意見具申さ

れました。この中で、「同和問題に関する国民の差別意識は解消へ向けて進んでいる

ものの依然として根深く存在しており、その解消に向けた教育及び啓発は引き続き積

極的に推進していかなければならない」とされています。本年度は、地対協意見具申

から２０年目となりますが、部落問題の解決に向けたこの方向性は今も変わりありま

せん。なぜなら、今なお、部落問題にかかわる差別発言や差別的待遇、戸籍の不正取

得等の事案のほか、インターネット上に差別を助長する内容の書き込みがなされたり、

差別文書が配布されたりするなど、悪質な差別事象が発生しており、部落問題は解決

しているとは言えない状態にあるからです。 

三重県においても、２０１４（平成２６）年２月に出された「人権問題に関する三

重県民意識調査報告書」（以下、「三重県民意識調査」という。）では、同和地区出身者

を対象とする結婚差別の現状について、「明らかに差別がある」「どちらかというと差

別がある」と回答した割合は４６．４％となっており、半数近くの県民は、結婚差別

の存在を認識しています。 

そうした中、２０１６（平成２８）年１２月に、「部落差別の解消の推進に関する法

律」（以下、「部落差別解消推進法」という。）が成立しました。本法で、あらためて、

現存する部落差別を解消することは国の重要な課題であることが示されました。 

日本国憲法や世界人権宣言の理念に則り、差別は決して許されないものであるとい

う認識のもと、部落差別をなくし、人権が尊重される社会を実現するための実践行動

力を育む教育をすすめましょう。 
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Ⅱ．学びのナビゲーション（若い世代へのメッセージ） 

～部落問題を解決するための学習をすすめよう～ 

 

（１）「差別の現実から深く学ぶ」 ～同和教育の理念や成果をふまえて～ 

 

１９７３（昭和４８）年に三重県教育委員会は、「三重県同和教育基本方針」（以下、

「同和教育基本方針」という。）を策定しました。この方針は、１９９９（平成１１）

年に策定された「三重県人権教育基本方針」（以下、「人権教育基本方針」という。）の

２００９（平成２１）年の改定の際に、人権教育基本方針と一元化され、現在に引き

継がれています。 

同和教育の理念やこれまでの成果については、２０１０（平成２２）年発行の「人

権教育ガイドライン」でも述べられている以下の５点を挙げることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、同和教育基本方針に、すべての教育関係者は「部落差別を解消する自らの責

務を自覚し、信念と情熱をもって同和教育に取り組む」と明記されていたように、教

育関係者には、職責にとどまらず、自らの生き方として差別をなくす主体者となるこ

とが求められます。一人のおとなとして、出会う子どもやその家族と真摯にかかわり、

築いた信頼関係のもとで、差別のない社会の実現に向けて、これらの人々に人権尊重

の意識を広めていくことが大切です。 

 

 

 

 

３ 

○ 子どもをとりまく実態から教育課題をとらえてきたこと 

○ 子どもの教育を受ける権利等を保障してきたこと 

○ 一人ひとりが認められる仲間づくりを進めてきたこと 

○ 学校・家庭・地域が一体となった推進体制を確立してきたこと 

○ 教職員としての資質と実践力の向上を図ってきたこと 

















Ⅳ．部落問題を解決するための教育 Ｑ ＆ Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 
 子どもたちに自他の人権を守るための実践行動力を育むためには、子どもたちに、

自他の人権が尊重されている状態を感知し、それが侵害されている状態を許せないと

感じるような人権感覚を育むとともに、人権侵害を予防したり人権問題を解決したり

するための知識を身に付けさせる必要があります。 

人権侵害を予防したり人権問題を解決したりするための知識には、自由や人の尊厳

などの諸概念、日本国憲法をはじめとする国内法規および世界人権宣言などの国際的

な決議や条約、人権の歴史などがあります。加えて、人権問題を解決するためには、

様々な人権問題が存在しているという現状とともに、それらの人権問題が個人の問題

ではなく、人権侵害を存在させている社会の問題であり、みんなの問題であるという

ことを学習することが不可欠です。 

さらに、それら個別の人権問題を具体的に解決するためには、それぞれの人権問題

について、「だれの人権が侵害されているのか」「何がこの問題を生じさせているのか」

といった、それぞれの問題固有の知識を学ぶ必要があります。 

部落問題の実態や現状を理解していなければ、子どもたちは「どんな理由があった

としても差別はしてはいけない」「差別される人たちが傷つく差別は許せない」とい

う思いを持てたとしても、どのような行動を取るべきか具体的なイメージを抱くこと

ができないのではないでしょうか。三重県民意識調査によると、部落問題にかかわる

予断や偏見に満ちた噂が今なお頻繁に飛び交っていることが明らかとなっています。

また、インターネット上には、部落差別を助長する悪質な情報が流布されています。

部落問題を解決するためには、こうした噂や情報に対して「そういう考えもあるのか」

と受け取らず、批判的に捉え、きっぱりと否定できるための具体的な実践的知識や技

能が必要です。 

 

 

Ｑ 他の人権問題を学習テーマとして取りあげて、「自分の人権を守り、他者の人権を

守るための実践行動ができる力」を育むことができれば、部落問題も解決してい

くのではないのですか。 
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Ⅴ．おわりに 

 

本事例集は、部落問題を解決するための教育をすすめるうえで大切にしたい視点や

取組内容等について、県内の実践をもとにまとめたものです。 

部落差別解消推進法の成立を新たな起点として、あらためて部落問題の解決に向け

て教育が果たす役割について教職員一人ひとりが再確認するとともに、自らの認識を

問い直す必要があります。子どもたち一人ひとりが差別をなくし、すべての人が豊か

に生きる社会をつくるための実践行動力と、自らの将来を切り拓き未来を生き抜く力

を身に付ける教育実践をすすめていきましょう。 

部落問題を解決するための教育の実践に向けて、三重県教育委員会発行の人権学習

指導資料「みんなのひろば」「気づく つながる つくりだす」や人権学習教材「わたし 

かがやく」等の活用と併せて、本事例集を参考にしていただければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人 三重県人権教育研究協議会 
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